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「鈴鹿市国民健康保険条例の一部改正について」の 

「子ども・子育て支援金制度創設に伴う国民健康保険料の見直し(新設)」の

訂正に関する議決について 

 

健康福祉部保険年金課 

 

１ 提案理由 

  令和８年１月 14日付けで三重県国民健康保険課より通知のあった「令和８年度国民

健康保険事業費納付金等本算定における標準保険料率」について、三重県による算定

過程に誤りがあり、これに伴う連絡がなされました。 

 

つきましては、先般の本協議会（令和８年１月 29日開催）において承認をいただい 

た当初案を、適正な数値に訂正した上で、改めて本案を提出し、御審議を仰ぐもので 

す。 

 

２ 新旧対照表 

  子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率 

 

 

資料１ 

令和７年度 第３回運営協議会（書面開催） 

 前回承認の数値（Ａ） 今回の訂正数値（Ｂ） 増減（Ｂ－Ａ） 

所得割率 ０．７４％ ０．２６％ △０．４８％ 

均等割額 １，０６７円 １，０７８円 ＋１１円 

平等割額 ７２７円 ７３５円 ＋ ８円 

１８歳以上 

均等割額 
１２５円 １２６円 ＋ １円 


